
　国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方には、血液検査・尿検査などを含めた
特定健康診査のご案内をしています。集団健診につきましてはまだ予約できる日がありますの
で、健診をご希望される方はお申し込みください。
　また、75歳以上の後期高齢者医療制度被保険者の方には、後期高齢者健診のご案内をしてい
ますが、健診は９月末日で終了となりますので、受診希望の方は今一度通知をご確認ください。

　　町民課　☎内線274

　国民健康保険加入中の70歳
以上の方に交付される「高齢
受給者証」は、毎年８月に新
しい受給者証に更新されます。
　前年の所得に応じて負担割
合を判定し、７月中に新しい
受給者証を送付しております
ので、記載内容をご確認くだ
さい。
　なお、更新前の古い受給者
証は、８月１日以降に役場ま
たは国府支所へご返却いただ
くか、個人情報にご注意の上、
ご自身で破棄をお願いします。

　　　　　　　  町民課
　　　　　　☎内線274・275
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国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ
国民健康保険

高齢受給者証の更新
ジェネリック医薬品（後発医薬品）の
　差額通知が発送されます。

健診はお済みですか？
特定健康診査・後期高齢者健康診査を実施しています

　平成27年度から、国民健康保険、後期高齢者医療保険で
は、被保険者の方に処方された先発医薬品をジェネリック
医薬品に変更した場合、薬の自己負担額がどのくらい軽減
できるかを試算し差額通知を送付します。

〈差額通知発送時期〉
　国民健康保険（年２回）
　①平成27年８月（５月診療分）
　②平成27年２月（11月診療分）
　後期高齢者医療保険(年１回)
　③平成27年９月（７月診療分）
〈差額通知の注意点〉
　通知対象者のジェネリック医薬品と先発医薬品の月額の
差額合計金額は、国民健康保険では500円以上とし、後期
高齢者医療保険では300円以上となる被保険者を対象とし
ます。
　なお、差額に関しては、ジェネリック医薬品の中で一番
高い価格の医薬品を基準としています。

　　町民課 　☎内線245・247


